
    

 （ ）内は、変更前を示す。 

 

No.10 八 王 子 都 市 計 画 道 路                                 〔東京都決定〕 

種別・名称 位  置 延 長 車線の数 幅 員 事 業 主 体 事業予定年度 摘 要 

幹線街路 

３・３・13号 

下柚木片倉線 

八王子市 

下柚木二丁目 

～ 

八王子市 

片倉町 

約 5,430ｍ 

（約 4,820ｍ） 

４車線 

（－） 
25ｍ － － 車線の数の決定 

 変 

更 

区 

間 

八王子市 

片倉町地内 

約 610ｍ 

（－） 

２車線 

（－） 

18ｍ 

（－） 
－ － 終点位置の変更 

「区域及び構造は、計画図表示のとおり」 

理 由 ： 交通の円滑化等の機能強化を図るため、終点位置及び延長について、変更する。また、全線において車線の数を決定する。 


